
デジタル分野における女性活躍推進セミナー（実技分）企画運営業務に係る事業者募集要項 

 

１ 委託業務の内容 

  ⑴ 件名 

   デジタル分野における女性活躍推進セミナー（実技分）に係る企画運営業務 

  ⑵ 委託内容 

   仕様書のとおり 

  ⑶ 委託期間 

   契約の日～令和６年３月３１日 

 

２ 参加資格 

  本業務への応募者は、次の⑴から⑸までに掲げる要件を全て満たすものとします。 

 ⑴ 本市の競争入札参加有資格者名簿に登載されていること又は京都市競争入札等取扱要綱第２条第１

項各号に掲げる資格を有する者であること。 

  ⑵ 本市入札参加有資格者名簿に登録している者にあっては、参加申請時において、入札参加停止期間

中でないこと。 

  ⑶ 会社更生法、民事再生法等による手続を行っている法人等でないこと。 

 ⑷ 個人情報の取扱いについては、適正な保護措置を講じる体制を確保できること。 

 ⑸ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関

係者ではないもの。 

 

３ 応募手続 

  ⑴ 提出書類 

  ア 参加申込書（様式１） １部 

    必要事項を記載し、提出してください。また、連絡先については、実務担当者を記載してくださ

い。 

  イ 企画提案書（任意様式） ９部 

    用紙サイズはＡ４（ただし、Ａ３判の用紙をＡ４サイズに折り込むことは可）とし、以下の内容

を明記してください。 

   (ｱ) 企画提案内容 

      本業務の企画についての提案を具体的に記入してください。 

      ※事業の講師等について、選定に当たっての考え方及び候補者を挙げること。 

   (ｲ) 業務実施計画 

   (ｳ) 業務実施体制 

  ウ 団体概要書（様式２） ９部 

  エ 見積書及び経費内訳書（任意様式） ９部 

    見積書には、住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）、商号、氏名（法人にあっては名

称、代表者名及び担当者名）及び連絡先を記入してください。また、経費内訳書において、積算根

拠を詳細に明示してください。 

   

  ⑵ 提出期限 

   ア 参加申込書  

     令和５年５月２日（火）午後５時厳守 

   イ その他提出書類 

     令和５年５月２３日（火）午後５時厳守 



  ⑶ 提出方法 

   ア 参加申込書  

     電子メール又は郵送、持参により「⑹ 受付・問合せ先」に提出 

   イ その他提出書類 

     郵送又は持参により「⑹ 受付・問合せ先」に提出（郵送の場合は、簡易書留に限る。） 

 ⑷ 質疑及び回答 

   本件募集内容に関する質疑及び回答は、次のとおり行います。なお、評価基準に係る質問事項に

は、お答えいたしません。 

  ア 質疑の資格 

    本要項中「２ 参加資格」を満たす者とします。 

  イ 質疑の方法 

    質問書（様式自由。ただし、メール件名に「デジタル分野における女性活躍推進セミナー（実技

分）企画運営業務」に係る質問票と明記してください。）により、電子メールで送信してください

（期限内必着）。  

    メールアドレス：danjo@city.kyoto.lg.jp 

  ウ 受付期限 

    令和５年５月９日（火）午後５時まで 

  エ 回答方法 

    質問者に関する情報は伏せ、京都市情報館に回答を掲載します。（令和５年５月１６日（火）予

定） 

    なお、回答は本要項と一体のものとして、要項と同等の効力を有するものとします。 

⑸ 応募の辞退 

応募書類の提出後、申請を辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出してください。 

⑹ 受付・問合せ先 

京都市文化市民局共生社会推進室男女共同参画推進担当 

〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地  

          京都市役所分庁舎地下１階 

ＴＥＬ：０７５－２２２－３０９１  ＦＡＸ：０７５－３６６－０１３９ 

メールアドレス：danjo@city.kyoto.lg.jp 

 ⑺ その他 

   必要に応じて提出書類の内容について、電話等で確認する場合がある。 

  

４ 審査方法 

⑴  受託候補者の決定 

   「デジタル分野における女性活躍推進セミナー（実技分）企画運営業務受託候補者選定に係る評価基

準」（別紙）に基づき、応募者からの提出資料をもって、審査・選定を行います。 

なお、参加者が１者のみであっても、プロポーザルが成立することとし、審査・選定を行い、採点結

果が一定点数（７０点）以上を満たし、本業務を実施し得る能力を満たすと判断した場合は、その団体

を受託候補者とします。 

 

 ⑵ 審査結果の通知等 

   審査結果については、令和５年６月６日（火）までに郵送により全ての応募者に通知するとともに、

各応募者の名称及び評価結果を京都市情報館に掲載します。 

   また、審査結果についての異議申立ては受け付けません。 

 



５ 契約の締結 

  選定された候補者については、契約条件について合意した後に契約を締結します。ただし、候補者と

契約条件について合意に達しなかったときは、候補者に次いで評価の高かった者を候補者として契約交

渉を行います。 

 

６ 委託契約の詳細 

 ⑴ 契約上限額（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

   金５５０，０００円 

 ⑵ 委託費の支払条件 

   精算払いとします。 

 ⑶ 特約事項 

   見積額は、物価の上昇等の正当な理由がない限り、契約時に増額することは認めません。 

 ⑷ 再委託の禁止 

   受託者は、本業務の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはなりません。 

 ⑸ 契約保証金 

   免除とします。 

 

７ その他重要事項  

  ⑴ 応募に関する費用は、全て応募者の負担とします。 

  ⑵ 見積金額が本業務に係る仕様書に記載の本市委託料上限額を上回る場合は、失格となります。  

  ⑶ 応募書類に記載するべき事項の全部又は一部が記載されていない場合は、失格となることがありま

す。 

  ⑷ 受付期間の終了後における応募書類の差替え及び再提出は、明らかな誤字脱字等があるときで、本

市の承諾を得た場合の他は認めません。 

  ⑸ 応募書類は、返却いたしません。 

  ⑹ 応募者が、応募に当たって、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づいて保護される

権利を侵害し、第三者に損害を与えたときは、その責任の一切を応募者が負うものとします。 

  ⑺ 応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とするとともに、虚偽の記載をした者に対してはその名

を公表し、今後実施するプロポーザル及び京都市競争入札等取扱要綱に規定される競争入札への参加

を停止する場合があります。また、契約締結後に発覚した場合は、契約を解除し、違約金を請求する場

合があります。 


